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予算審査特別委員会の概要について 

（報  告） 

 

１．日  時   令和３年６月１５日（火） 

午 前  ９時５８分  開 会 

午 前 １１時３０分  閉 会 

 

２．場  所   大会議室 

 

３．出席委員   委 員 長  春 日 洋 子   副委員長  小比類巻 孝 幸 

委  員  久保田 隆 二   委  員  田 嶋 孝 安 

委  員  奥 本 菜保巳   委  員  加 澤   明 

委  員  西 村 盛 男   委  員  森   三 郎 

議  長  小比類巻 雅 彦 

 

４．欠席委員   委  員  なし 

 

５．傍聴議員   議  員  舩 見 昌 功   議  員  遠 藤 泰 子 

議  員  下 山 光 義   議  員  佐々木 卓 也 

 

６．説 明 員   市  長 ほか 

 

７．事務局職員   事務局長  蹴 揚 光 昭   次  長  中野渡 孝 英 

主  査  白 銀 壮太郎   主  査  福 士   史 

 

８．案  件   議案第４３号の１件 

 

９．会議概要   

春日委員長：おはようございます。 

 定足数に達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまより、予算審査特別委員会を開会いたします。 

 本委員会には、去る６月１１日の本会議において議案第４３号の１件が付託されていま

す。 

 それでは、早速審査してまいります。 

 なお、質疑は一問一答方式でお願いいたします。 

 議案第４３号令和３年度三沢市一般会計補正予算（第２号）を議題といたします。 

 当局の説明を願います。 

 財務部長。 
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村井財務部長：議案第４３号令和３年度三沢市一般会計補正予算（第２号）の概要につい

て御説明申し上げます。 

 今回の補正予算は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う経済対策及び生活支援に要

する経費の予算措置のほか、緊要な一般行政経費の補正であります。 

 この結果、補正総額は歳入歳出ともに２億４,６２０万円の増額補正で、既定額との累

計では２４７億９,１６０万円とするものでございます。 

 それでは、予算書の２ページ及び３ページの「第１表 歳入歳出予算補正」に基づき、

歳入から御説明いたします。 

 １５款の国庫支出金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時金の

計上など、総額で２億５,１６８万７,０００円を増額しております。 

 １６款の県支出金につきましては、地域企業等魅力発信推進事業費補助金の計上など、

総額で６６６万８,０００円を増額しております。 

 １８款の寄附金につきましては、緑化事業に対する寄附金として１０万円を増額してお

ります。 

 １９款の繰入金につきましては、財政調整基金への繰戻しとして７,１４０万円を減額

しております。 

 ２０款の繰越金につきましては、前年度繰越金として５,７４４万５,０００円を増額

しております。 

 ２２款の市債につきましては、都市公園整備事業債として１７０万円を増額しておりま

す。 

 次に、３ページの歳出について御説明いたします。 

 ２款の総務費につきましては、基幹統計費の増額など、総額で４９万７,０００円を増

額しております。 

 ３款の民生費につきましては、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給

付金（ひとり親世帯以外の低所得者の子育て世帯分）給付事業費の計上など、総額で６,

１８０万８,０００円を増額しております。 

 ６款の農林水産業費につきましては、農業次世代育成振興費として２０９万９,０００

円を増額しております。 

 ７款の商工費につきましては、生活応援プレミアム券事業費補助金の計上など、総額で

１億３,１４２万６,０００円を増額しております。 

 ８款の土木費につきましては、除雪車購入事業の計上など、総額で４,７２７万２,０

０００円を増額しております。 

 １０款の教育費につきましては、学校教育活動支援費の増額など、総額で３０９万８,

０００円を増額しております。 

 以上が、令和３年度三沢市一般会計補正予算（第２号）の概要でございます。 

 よろしくお願い申し上げます。 

春日委員長：それでは、質疑を行います。 

 奥本委員。 

奥本委員：おはようございます。 
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 それでは、内容について質問をさせていただきたいと思います。 

 こちらの補正予算の中身、第２号のところのページ数、まず２９ページお願いします。 

 ここの生活応援クーポン給付事業費のところについて、この事業、今回、市・県民税の

非課税世帯に対して３,０００円の生活のためのクーポン券を送るということだったので

すけれども、その市・県民税非課税世帯の中に、今回この補正で新型コロナウイルス感染

症の影響に伴う経済対策、生活支援ということだったと思うので、その中でコロナの影響

を受けている市・県民税非課税世帯、これどのくらいいらっしゃるのか、中身。これ分

かったら教えていただきたいのですけれども。 

春日委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまのコロナの影響を受けた非課税世帯の数ということの御質問

にお答えいたします。 

 まだうちのほうでは、そのコロナの影響によって課税、非課税になったという調査とい

うのは実施しておりません。今回の事業につきましては、非課税世帯ということでくくり

をつけて、クーポン券の給付事業を行いたいと考えております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：そうしますと、私、以前、この市・県民税非課税世帯、かなり前ですけれども

４,０００世帯というふうな、４,０００強ですか、の世帯というふうにずっと把握して

いました。今回、５,１６１世帯ということでよろしいですか。 

春日委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えいたします。 

 全然まだ、非課税世帯のリストというのはこれから作成するのですが、一応概算とし

て、今４,７００世帯を想定しております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：その中にその状況、市・県民税非課税世帯の方々の状況というのはどういうふ

うに把握されていますでしょうか。非課税世帯ということで、ふだんからそういう納税、

市・県民税非課税なので、収入がちょっと減少されているとか、あともしくは年金のみの

生活とか、様々、非正規雇用の方とかいろいろいらっしゃると思うのですけれども、そう

いった方々の、またさらなるコロナの影響を受けているという部分で、これは絶対に調査

といいますか、中身。私も一般質問で言いましたように、この支援というのは、コロナに

今、コロナのための対策ですから、ピンポイントでというような話をしました。その中

で、生活困窮されている方々への支援というのは待ったなしなのです。これ、市・県民税

非課税世帯、大まかに概算で拾ってやっているということだったのですけれども、この中

身、これ９月のこのプレミアム商品券の販売と同時にやるということでしょうか。 

春日委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまの御質問にお答えします。 

 今回の生活応援クーポン給付事業につきましては、主体事業であります生活応援プレミ

アム券事業に合わせて、生活困窮をしている世帯を追加で支援するという事業になります
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ので、同じ時期に同様に実施したいと考えております。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：事業することについて、何ていうのですか、効率的にやろうというふうなこと

がよく分かるのですけれども、今実態、こういうコロナで大変な思いをされているという

方たちというのは、今苦しんでいるのです。そういう中で、このクーポン券３,０００円

というのも、私はちょっと少ないのかなというふうに思っていまして、まずこれ、２,５

４８万３,０００円を単純に３,０００円で割ると、大体５,１６０世帯と、これちょっと

私の計算が違っているかもしれませんけれども、そのぐらいになるのかなと思っていまし

て、これを１万円支給しても５,０００万円。これ国の支援金が、補助金が下りると思う

のですけれども、１万円にするべきだったのではないかなというふうに思うのですが、い

かがでしょうか。 

春日委員長：生活福祉課長。 

大塚生活福祉課長：ただいまのクーポン券の設定金額についての御質問にお答えいたしま

す。 

 今回の設定金額につきましては、生活応援プレミアム券の上乗せ部分の３０％と同様の

金額３,０００円分を、まず非課税世帯に対しまして同様に支援するものであります。金

額の設定につきましては、様々な考えがあると思いますけれども、生活困窮の対応につき

ましては、この事業のほかにいろいろと他法・他施策がございます。それに応じて、その

世帯の状況等に応じて、そういった他法・他施策を活用するように取り組んでおります。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：今後、まだまだこのコロナの影響というのは、収束にはまだ１年ぐらいはかか

るのではないかというふうにも言われています。ワクチンもそうですけれども、その効果

もどのくらいなのかよく分かっていない状況の中で、これから様々支援がまた続くと思う

のですが、今回、ちょっと遅い対応だと私は思います。なので、その辺も踏まえて、今後

検討していただきたい。金額も併せて、それからそういうピンポイントでどういう世帯が

大変苦しんでいるのか、生活困窮に陥っているのか、そういうところも含めてしっかりと

対応していただきたいというふうに思います。これは要望です。 

 次に、下の敬老生活応援クーポン事業費補助金というのがあるのですが、これは敬老会

の開催といいますか、これに合わせてのクーポン券になるのでしょうか。ちょっと内容を

お知らせください。 

春日委員長：介護福祉課長。 

佐々木介護福祉課長兼地域包括支援センター長：お答えいたします。 

 今年度の敬老会の式典開催について、新型コロナウイルス感染症対策に基づき検討した

結果、参加者及び関係者等の安全確保することが困難なことから、昨年に続き中止といた

しました。いたしましたが、１００歳到達者、８８歳到達者夫婦、８０歳到達者に毎年贈

呈している顕彰状等につきましては、宅配にてお届けすることとしております。また、例

年、敬老会当日に弁当を御配布しておりましたが、楽しみされている高齢者のために、昨
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年度は１,０００円分の敬老飲食券を配布いたしました。今年度につきましては、三沢市

商工会が実施予定の生活応援プレミアム券事業の参加店舗で使用できる生活応援クーポン

券を配布いたしたく、予算計上いたしました。なお、組替えするもので、予算額について

は変更ございません。 

 以上でございます。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：分かりました。ありがとうございます。 

 今、高齢者のワクチン接種が大変進んできております。そうした中での大変慎重な対応

で、三沢市は対応を取っているのだなというふうに理解をいたしました。しっかりと対応

していただきたいというふうに思います。 

 次に３３ページ、これちょっと内容をお聞きしたいのですけれども、農業の育成振興対

策等に要する経費のところで、これの増額理由というのはどういうことなのでしょうか。

ちょっとお聞かせください。 

春日委員長：農政課長。 

沖澤農政課長：ただいまの増額理由についてお答えいたします。 

 こちらの事業は、令和２年度の国の３次補正の関係がありまして、そちらのほうの国の

補助金を活用して、今年度、令和３年度に行う事業ということで、今回の補正に要求して

おりました。 

 以上です。 

 事業内容ですけれども、強い農業・担い手づくり総合支援交付金事業費補助金ですけれ

ども、こちらのほうは、昨年度の冬の大雪により、花きや野菜などを作付している農業用

のハウスが被災した人・農地プランの中心経営農業者が融資を活用いたしまして、農業ハ

ウスの再建を行う取組に対して２分の１の補助金を支援するものであります。 

 次に、担い手確保経営強化支援事業費補助金がありますけれども、こちらのほうは地域

の農業担い手の育成・確保を図るため、人・農地プランの中心経営農業者が融資を活用し

て、経営発展に意欲的に取り組む際に必要となる農業用機械の導入費用に対して２分の１

の補助金を支援するものであります。 

 以上です。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 私、一般質問で農業問題を取り上げたときに、ある市民の方から、三沢は基地があっ

て、そして原燃が近い、それから、そういう公務員が、自衛隊の方含め公務員が多いと、

そういう特徴があって、やはり農業というのがどうしてもこう、何ていうのですか、三沢

市にとっての産業として位置づけが弱いと、そういうふうな状況の中で、奥本さん、そう

いうの取り上げても三沢は基地のまちだからというような声もあったのです。ある市民の

方から言われました。私はそうではないと思っています。こういうまちだからこそ、ずっ

と農業を大事にして、やはり十和田は農業が中心かもしれませんけれども、三沢だって大

変頑張っている農家の方たちたくさんいらっしゃるし、これは本当に発展産業だと思って

いますので、その辺でぜひとも力を入れていただきたいというふうに思います。 
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 次に移ります。３５ページ、新型コロナウイルス感染症経済対策費の生活応援プレミア

ム、この事業について、私は先ほども申し上げましたが、ピンポイントで支援するべきだ

というふうなことをずっと申し上げていまして、先日も食堂のある方とお話ししました

ら、うちは全くコロナの影響がないのだと、ずっと忙しい。なので、補助金も申請してい

ないしという声も聞きました。また、プレミアム商品券の発行で、すごく潤ったところも

ありました。そういう部分で、飲食券ですね、そういう部分で潤っているところとそうで

はないところ、これはピンポイントで支援してかなければいけないのではないかなと常々

思っていまして、その中での９月からの、それも。今大変なのに、９月からこういう飲食

券、コロナの影響があるので、あると思うのですが、その中身について、今支援しなけれ

ばならないための政策、これが本当に必要だったのではというふうに思うのですが、それ

についてお考えをちょっとお聞かせいただきたいと思うのですが。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまの奥本委員のピンポイントできちんと把握をし

て、経済対策が必要ではないかという御質問内容だと思います。 

 確かに、コロナの影響が長引いて、事業主の方々は本当に苦しいという状況は、我々も

それは認識してございます。我々といたしましても、本当に事業主のために支援をした

り、市民のためにできることを取り組んでいかなければならないと考えてございます。 

 本会議での一般質問で、再質問、確かに奥本委員にも再質問をされて、その時期、早く

ならないのかということの再質問を頂いて、うちの部長の回答では、三沢市の感染状況を

きちんと把握して、ワクチンの接種率をきちんとやって、コロナの状態が落ち着いたとき

にやりたいというところは、私も一緒に同様で考えております。ので、今後も我々としま

しても、事業主の方や市民の方にきちんと寄り添って、これからできる取組を、何が今必

要なのかというところをちゃんと捉えて、今後対応していきたいなと考えてございます。 

 以上です。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：ありがとうございます。 

 やはり三沢のコロナ感染状況を見ると、賢明な判断だったと私も思っています。その中

で私が言いたいのは、そのプレミアム商品券が云々ではなく、これまでの経緯で、プレミ

アム商品券で本当に困っている人たちを救えたのかなというところに疑問がありまして、

やはり１万円で１万３,０００円の分の商品券を買える人たち、そしてまた大手のスー

パーとか、そしてそういうチェーン店とか、そういうところでそういった買える人たちが

３セットなりとなると１万円の分の利益があるわけですけれども、それを使って、経済の

地域の活性化というふうに、経済的対策としてはまず一応はよかったと思うのですが、実

はチェーン店とか大手は、全部収益というのは三沢に落ちるわけではないわけです。やは

りそういうところで、本当に困っているところを支援する、困っている人を支援するとい

う観点から、私、この事業、これアフターコロナではないかなというふうに思っていまし

て、もっとコロナで失業した、そういうした方々、事業者が雇用をつくる、事業者に雇用

をつくって、そういうコロナで大変な思いをしている人たちを雇う、こういったところに

手厚く補助金を出すとか、また総合支援資金、特別貸付制度、緊急小口資金、これを借り
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ている方々、生活が大変で借りています。そういった方々に対するピンポイントでの支援

金、こういったものをしっかり渡す、こういったふうなところで本当にそのコロナ感染症

の影響に伴う経済対策だったり、生活支援だったりするのではないかなというふうに考え

ます。その点について、今後まだ続きますので、この点についてどうでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいま大手スーパー等に偏る可能性があるのではない

かということと、もう少し、儲かっているところもあるし、儲かっていないところの業者

の支援という内容だと思います。 

 まず、スーパーの件に関しましては、これまで実施してきましたプレミアム商品券等の

実績としては、確かに特定の業種や店舗にチケットが集中して、経済効果が限定的となる

ケースが見受けられてきたところでございます。このため、今回の市と商工会でやるチ

ケットですけれども、市内小規模店舗のみで利用可能な専用券と全ての参加店舗で利用可

能な共通券の２種類を用意してございます。まだここは検討段階でございますけれども、

詳細については今後商工会のほうと詰めていきたいなとは考えてございましたが、とりあ

えずの案といたしましては、１万円を出して３,０００円のプレミアム付クーポンなもの

ですから、１万円の、自分が負担した１万円の部分は、どこでも使えるような共通券にし

たいなと。あとプレミアム部分、これは税金で賄う分ですけれども、その３,０００円の

部分を小規模店舗のほうで使えるように、２種類を工夫をして、今商工会のほうと詰めて

おります。 

 あと、本当に大変な事業主に対する支援が必要ではないかということでございます。確

かに今おっしゃられたように、貸付金等の申請がうちのほうに上がってきます。確かに去

年あたりはすごい数が来てございました。ただし、借りている方の、申請した方のは分か

るのですけれども、実際の困った、儲かったというところは把握しきれていないというの

が実情でございます。ただ、先ほども申し上げたように、我々としましては、状況、市内

の状況、経済活動の状況をきちんと確認しながら対応していきたいなと思っています。 

 何といいますか、コロナという壁といいますか、山といいますか、それに対してまだ背

中を向けて下山しているわけではなくて、きちんと踏みとどまって対応していきたいなと

考えておりますので、よろしくお願いします。 

春日委員長：奥本委員。 

奥本委員：経済部の担当の皆さんが一生懸命頑張っていらっしゃるというのは重々承知し

ております。本当にこの国難とも言われる、そしてまた地域のこの状況を考えたときに、

本当に今、大変な状況で、それに立ち向かっている経済部の担当課の皆さんのその働きと

いうのは、本当に私も感謝しております。しかしながら、やはりもっと頑張っていただき

たい。先ほども言いましたけれども、雇用、仕事がなくて困っている人たちもいるので

す。そういう部分で、雇用をつくるという部分で、公社で雇用を受け入れるとか、様々そ

ういうふうな支援というのも私は必要ではないかなと思うのですが、いかがでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ここも、その雇用も含めて、できることを必要に応じて

取り組んでいきたいと思います。 
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 以上です。 

春日委員長：よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 久保田委員。 

久保田委員：私のほうからも、この３５ページの新型コロナウイルス感染症経済対策費生

活応援プレミアム券事業費補助金について、関連して質問させていただきたいと思ってお

ります。 

 ちょっと、まずお聞きしたいのが、今回その取扱店が、去年は飲食券だったので飲食店

舗をメインにいかれたと思うのですけれども、どういった業種がこの取扱店として、取扱

店になるのかというところをまずはお伺いしたいと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまのプレミアム券の参加店舗数の予想は幾らかと

いう御質問だと思います。 

 前回、これは令和元年度でしたけれども、実施したプレミアム商品券事業では、当時は

２２５店舗でありました。この実績を踏まえまして、現在、商工会のほうと調整をしなが

ら、今後は参加店舗数を３００店舗ぐらいまで増やしたいなということで、今調整中でご

ざいます。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁頂きましてありがとうございました。 

 具体的なその業種というのは、であれば飲食事業者とか、それこそ去年のやつだと飲食

店、そしてバーやスナック、そういったところが利用可能だったと思うのですけれども、

今回は幅広く、市内業者で利用できるような形になるという認識でよろしかったでしょう

か。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：業種ですけれども、前回、昨年度実施しましたプレミア

ム付飲食券の事業では、１６１件が登録されて実施していただきました。今回計上してい

る予算の中身、このプレミアム券でございますが、ただいま久保田委員がおっしゃったよ

うに、飲食店のほかに小売店や生活関連サービス業、宿泊施設、あと交通機関等も含めた

いということで予定、調整しております。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁頂きましてありがとうございました。 

 先ほどの奥本委員の質問で私も気になったところとしてあって、実際に去年の飲食券な

りがどういったところで使われているのかみたいなデータみたいなものが出ていたら非常

に興味深いなと思っていまして、私も結構データを分析するのが好きなほうで、そういう

データを見て、恐らく先ほどの御答弁の中で、大手チェーンの利用者が多かったというと

ころだったので、私も確かに飲食券使ったのがたしかチェーン店だったような気がするの

ですけれども、やはりどうしてもコロナが拡大している中で、チェーン店でちょっと入っ
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て飲食して帰るというのがどうしても利用しやすかったので、そういうところもあったん

ですけれども、そういった何かデータみたいなのは、具体的に取得されていたりとかする

ものなのかというところをお聞きしたいと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：昨年度の飲食店の使われ方で、どちらが、どういう業種

が多かったのかという御質問だと思います。 

 おっしゃるように、テイクアウトができる大手チェーン店が多かったです。傾向的には

やはりテイクアウトができる店で使われていたと。あとは、次はアルコールを伴う飲食業

の店とかというところが多かったと記憶しております。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：ありがとうございました。すいません。今年度も一応こういった形で経済対

策をやられるということなので、そういったところがどこに使われていくのかというとこ

ろが、今後結果として分かっていったら、今後その経済対策を打つときに、施策として毎

年検討していきやすくなるのかもなと思っていますので、そういったところのデータがあ

ればいいなというふうには、はい、思った。これは意見で、すみません、終わります。 

 次に、今回、令和３年度の三沢市飲食業支援助成金を支給する際に、コロナ対策ができ

ている店舗であるかどうかというところを確認するという話、お伺いしたと思うのですけ

れども、それは今回、取扱い店舗に関しては、そういった条件みたいなのは特に、特段定

める予定とかはないという形でよろしいでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：今回募集して、参加店を募集して、その店がやっていた

かということでよろしいですか。それとも、今、飲食店の業種でやっているのですけれど

も、そちらの話の確認という。 

久保田委員：これからのほうです。 

長根経済部参事兼産業観光課長：これからのほうですか。 

 基本的には、昨年度は感染予防という事業を４,０００万円で行っておりまして、その

辺は行き渡っているものと考えてございます。ので、今回はそれは条件の中には入っては

ございません。ただ、コロナもここ１年、２年目に突入していますので、各店舗でそれぞ

れが感染予防対策は行われているなと認識はしております。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁頂きましてありがとうございました。 

 これから、コロナワクチンとかが多分浸透していって、これから人が出ていく中で、そ

のコロナの対策ができているかどうかというところが、ひとつ市民の方の不安を拭えると

いうか、不安をなくせるかもなというところで、そういったところも何となく、すみませ

ん、今すぐにアイデアはないのですけれども、そういったところもぜひ検討していただけ

ればと思います。 

 最後に、次に最後の質問ですけれども、３５ページの上のほうに書いてあります産業振
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興費、つながる企業プロジェクト業務委託料とその下に書いてある地域企業等魅力発信動

画制作業務委託料について、この辺についてちょっと詳細をお聞きしたいと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：つながる企業プロジェクト業務委託料と地域企業等魅力

発信動画制作業務委託料についてお答えいたします。 

 まず、つながる企業プロジェクト事業でございますが、事業の概要は、地元雇用の促進

を目指して、地元企業と行政、地元企業同士の連携体制を強化する。まちの抱える課題に

対しまして、年間３回から５回程度のワークショップ形式で意見交換を行いまして、相互

理解を深めていくということを事業概要としてやっておりました。と言いますのも、これ

地域企業等魅力発信動画制作費と同じ、同じなのですけれども、昨年度、令和２年度の予

算のときに１２月補正だったのですけれども、三沢市雇用状況調査というのを、コロナの

影響を受けて実施しております。これは今年の１月から２月で実施したもので、市内１,

８００の企業と三沢市周辺の高校生を対象にアンケート調査を実施いたしました。アン

ケート調査の結果なのですけれども、高校生のアンケートの主な結果なのですけれども、

高校生は就職先を選ぶ上で重視する項目は、自分に合った仕事かどうかということが１番

多かったです。次に、就職情報は、学校にある求人票よりも希望する企業のホームページ

を見て集積している学生が多かったです。次に、全体の約４割の回答は、インターンシッ

プ等の、要は体験を求めているということが調査結果で分かりました。今度、企業のほう

の結果になりますけれども、全体の約４割の企業が、経営課題として人材の採用・強化を

挙げておりました。今後、市に期待する支援策としては、雇用の維持及び人材の採用と強

化を挙げていた企業が３割以上ございました。要するに、これをまとめていきますと、企

業側は人材の確保を優先課題として挙げておりますけれども、学生側とすれば、そのニー

ズをキャッチしきれていないという現状、ギャップがございました。それを踏まえて、地

元企業のニーズを求職者に効果的に届ける支援が必要だと考えて、今回のこのつながる企

業プロジェクトというのを実施するところでございます。併せて、発信体制の構築・強化

をするために、この動画を作成して、企業と高校生のギャップを擦り合わせていきたいな

ということで、この今回のつながる企業プロジェクトということで予算を計上したところ

でございます。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁頂きましてありがとうございました。 

 大変すばらしい事業で、ぜひこれから実施して、いろいろと成果を出していただきたい

と思うのですけれども、なかなかそういうふうに、やはり高校生たちが企業を選ぶときに

情報がないから、ホームページとか多分見にいくときに、それ以外の、ホームページより

も動画みたいな情報もあったほうが魅力的に伝わるというところだったので、ではこれか

ら何かそういう発信用のメディアみたいな、そういったところでうまく発信できるように

構築していくみたいな形で認識してよろしいでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：久保田委員には、昨年度の９月の決算の時期にも、Ｙｏ
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ｕＴｕｂｅ等々を使いながらもっともっと広くやっていったらいいのではないかというア

ドバイスを頂いてございまして、その動画を、やはりこれからはホームページ上でもきち

んと流せるようにしたいなと思っております。ただ、広く発信するのも大事ですけれど

も、このビデオ、ビデオといいますか、動画を作る際に、特定のやはり業者というのが出

てくるものですから、その特定の業者１企業をＰＲ動画としてやっていいのかという問題

が一つあります。あとは、当然御存じだと思いますが、別途動画の加工に要する経費とい

うのがかかると思いますので、その辺は今後調整しながら、もっと広く目に入るような取

組をしていきたいと考えております。 

 以上です。 

春日委員長：久保田委員。 

久保田委員：御答弁頂きまして、ありがとうございました。 

 質問はありませんで、最後意見ではないですけれども、いきなり多分、うまくいけばい

いですけれども、なかなか新しい試みというか、だと思うので、これからその動画とかＹ

ｏｕＴｕｂｅも使いながら、あとはやはりいろいろな店舗、すみません、いろいろな企業

を多分知らない高校生たちもたくさんいるので、うまくそこが魅力が伝わるように、うま

く、高校生たちが楽しいと思える動画をいかに作れるかだと思うので、割と若い人に動画

制作とか任せたほうが、何か世代が近くていいのではないかなと思っているので、若い人

に興味を持ちそうな情報を若い人が編集してポップな感じでやったほうが、何か高校生に

受けそうな気がするので、そういったところもぜひ検討していただければと思います。 

 以上です。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

 田嶋委員。 

田嶋委員：先ほど来出ています内容について質問させていただきたいと思います。 

 ３５ページの新型コロナウイルス感染症経済対策費ということで、確認として伺いたい

のですが、先般の奥本委員の質問の中で出ていました、タクシーに関してはこれも検討し

ていきたいというお話があったというふうに感じておりますが、まずは、先ほど交通機関

ということでお話がありました。まずは、この交通機関ということでの、例えば代行に対

しても使えるような状況になるとか、そういったような御検討もされてるというように考

えてよろしいでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまの田嶋委員の代行等にも使えるのかという御質

問だと思います。 

 これは、あくまでも予算が成立した後、商工会のほうにお願いをします。商工会のほう

で参加登録をしていただきますと、代行でも使えるように、タクシーでも使えるようにと

いうことで現在は調整をしております。 

 以上です。 

春日委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：はい、分かりました。本当に、皆さん厳しい、その中で経営のほうを進めてい

る状況にありますが、昨今、三沢市はじめ、基地内もそうですけれども、ワクチンの接種
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に関して大分進む雰囲気が出ておりますので、経済が少しでも早く動ける状況をつくって

いかなければいけないなというふうに感じておりますので、その気概も踏まえまして頑

張っていただきたいというふうに思います。 

 同じページで、先ほど質問が出ていない新産業創造支援センター運営費ということで、

今回また予算が上がっておりますが、こちらのセンターの利用率と、あと空きがあるので

あれば、これから予定されている内容があるのかどうかに対しましてお伺いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：ただいまの委員の御質問、利用率、空き店舗、今後の話

３点だと思います。 

 利用率につきましては、残念ながら今１社しか入ってございません。空いている部屋

は、すいません、今、その資料、資料といいますか……。８……、何室か２階のほうがま

だ空いている状態です。今後の予定でございますが、残念ながら今予定、入所する事業主

の情報はありません。 

 以上です。 

春日委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。せっかく予算ものっけていく状況もありますので、やはり使っ

ていただける環境を持っていかなければいけないのかなというように感じます。ぜひとも

利用価値の高いセンターにしていくよう努力していただきたいと思います。 

 今回、商工振興費ということで予算の計上がありますが、今ちょっと記事の、新聞記事

を見ますと、こういう堀口地区の開発の話などが出ておりますが、こちらに関して今現在

の堀口地区に対しての状況というものにつきまして、まずはどのように進めていくのか、

また今現在の状況というものがどのようになっているのかということについてお伺いした

いと思います。 

 よろしくお願いいたします。 

春日委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの堀口地区の現在の状況についてお答えいたし

ます。 

 堀口地区は、現在、数社の御意見等を頂いているところではありますが、あくまでも新

聞記事等のとおり、民間による開発ということになっておりますので、まずその業者と、

あと地権者、こちらのマッチングになるかと思います。それに応じて規模等が決まりまし

て、それに対する障害といいますか、何をクリアしていかなければならないのかというと

ころを今後関係機関と詰めていきたいと思っております。 

 以上です。 

春日委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：これはもう大分以前からの懸案事項というふうな感じを受けながらおりまし

て、実際、やはり農振が剥げないというのがずっと来ている状況かと思います。以前も昨

年か一昨年前でしょうか、動きが出ているのではないかという期待をしておりましたが、

実際のところまだ動きが見えていなかったなというように感じるところがありますが、こ
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れについて農振などの剝げる方向性というのがある程度見えてきているものなのかどうか

についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

春日委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの農振の解除等のお話についてお答えいたしま

す。 

 あくまでも、まだエリア、場所をどの区域というところが決まらない限りは、農振の詳

しい話、あと関係機関との詰めもまだできませんので、それは今後また詰めていきたいな

と思っております。 

 以上です。 

春日委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：分かりました。ここの地区の動きがあると、やはり気になるのが商店街の皆さ

んだと思います。中央町の商店街の皆さんだと思いますが、まず記事の内容なんかも見さ

せていただくと、商店街の方々との意見交換会などもしていきたいというような話があり

ましたが、この状況というのは、結構早めに動かれて進められるのかどうかにつきまして

伺いたいと思います。よろしくお願いします。 

春日委員長：政策調整課長。 

坂岡政策部参事兼政策調整課長：ただいまの商店街等との意見交換なり打合せということ

についてお答えいたします。 

 まずは、今後、当然中心市街地なり、そういった商店街とは当然お話ししていかなけれ

ばならないものと思っております。この議会明けにでも、全体的なスケジュールと、あと

関係機関ともいろいろと打合せしながら進めていきたいと思います。 

 以上です。 

春日委員長：田嶋委員。 

田嶋委員：ありがとうございます。 

 ある意味、期待をしている方々もいらっしゃいますし、またこの内容が進むと、やはり

心配をされる方、ましてや今このコロナの時代でありますので、本当に不安に尽きない状

況があろうかと思いますので、そういった意味で市民の皆さんといいますか、商店街の方

も踏まえまして、いろいろとお話のほうを進めながら、すばらしいまちづくりにつなげて

いっていただければというように思います。 

 最後に、３７ページになります。除雪車購入につきまして、約５,０００万円の内容が

ついておりますが、どういったものになるのかにつきまして確認させてください。よろし

くお願いします。 

春日委員長：土木課長。 

工藤土木課長：除雪車購入事業について御説明いたします。 

 機種は、ロータリー除雪車を予定しております。除雪幅が２.２メーター、最大除雪高

１.７メーター、最大投雪距離約４５メーターのロータリー除雪車１台の購入を予定して

おります。 

 以上でございます。 

春日委員長：田嶋委員。 
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田嶋委員：分かりました。昨年度、大雪が降って、本当に路肩といいますか、そういった

雪がたまっていた状況の中では、ロータリー車がある、ないでは、やはり作業性というも

のが違うのだなというようにも感じますので、そういった意味では少しでも道路付近の、

雪が取れた道で皆さんがそういう生活できるということが非常にいいなというようにも感

じておりますが、ただ、これは市独自で使っていくものなのか、今までたしか重機なんか

でいきますと、業者に貸出しというふうな内容のものもあったかと思いますが、それにつ

きましてはどのような形態で利用されていくのかにつきまして確認させてください。お願

いします。 

春日委員長：土木課長。 

工藤土木課長：今後の運用について御説明申し上げます。 

 今現在は、市直営で使用することを想定しておりますけれども、降雪の状況によりまし

ては業者に貸出しすることも、市の業務に支障のない範囲では貸出しする可能性もござい

ますので、それにつきましては、今後の降雪状況を見ながら検討してまいりたいと思って

おります。 

 以上でございます。 

春日委員長：よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 加澤委員。 

加澤委員：まず、私からは、予算書のほうではなくて、関連で若干質問いたします。 

 今朝も新聞報道には、市長の２年間折り返しみたいな形で、結構厳しい、辛口の評価が

上がっておりました。本当に、かつていろいろな市長がおられましたけれども、これほど

２年間の間にいろいろな経験をなされた市長もいないのではないかというくらい、私は

思っております。慎重にならざるを得ないことも多々あると思います。ただ、ここに来て

コロナ、これがまた本当に大変な問題であって、日々内容も変化していきますし、経済効

果を考えて、市の経済活性化を考えるならば、市民の安全・安心をまず担保しなければ、

経済の活性化も私はないと思っております。 

 そこで、若干質問いたしますが、まず今後の接種の報道、説明など聞きました中で、６

５歳以上の高齢者は約１万８００人のうち８３％が予約済み、７月の中旬には、予約者に

対してはほぼ完了するという話。そして、７月の中旬から６４歳以下の基礎疾患のある人

という、教員、幼稚園教諭、保育士などをスタートさせると。そして、８月から６４歳以

下１２歳以上の、これは小学生も含む、中学生なども入ると思いますが、そして１１月中

旬過ぎですか、市民全体対象者の約８０％の接種を終える予定だと見ておりますが、恐ら

く日々数値というのは変化していきますから、変わってくるものだと思います。そこで、

やはり何といっても、経済効果もそうなのですけれども、市民の安全・安心を担保するた

めにはスピード感、新聞でもスピード感とかいろいろ書いていましたけれども、スピード

感が大事だと思います。 

 そこで、先日、市長のほうからも、市立病院のほうで夜間接種を週数回、午後６時から

８時に設定して、７月の中旬、下旬ごろから始める準備ができたという話を聞きました。

私、まずここの件ですけれども、やはり市民全体が一日も早く接種を終わるためには、こ
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この部分も週３回、たしか３回と説明受けたような気がいたします。そうでなくて、平日

は毎日やるべきだと思うのです。窓口を広げておいて、そして接種する方が減ってきてい

るのであれば週３回という形に減らすのはいいのですけれども、病院も大変だと思いま

す。これ、皆さん本当に一生懸命やっていることは評価しますけれども、やはり緊急事態

ですから、それを打開するためには、窓口を広げるのが一番だと思います。そうすると、

市民の方も週３回、何曜日と何曜日だったと考えることなく、毎日やっていると思えば行

きやすくなると思うのです。また、曜日によっては来られない方もいると思いますので、

だから極力窓口を毎日にしていただきたいということが重要かと思いますけれども、それ

に対して御答弁お願いします。 

春日委員長：市民生活部長。 

工藤市民生活部長：ただいまの加澤委員のワクチン接種の夜間接種についてお答えをいた

します。 

 ワクチン接種は、御存じのとおり５月から個人接種・集団接種が始まっております。集

団接種につきましては毎週末進めておりまして、５月は最初の第１回目の接種ですので、

当初の予定の半分程度の数からスタートしております。これが大体１日９０人程度でござ

いました。６月に入りますと、２回目の方とさらに新しく１回目を始める方ということで

２段階になりますので、その倍の１８０人から２００人程度を見込んでおりましたけれど

も、そこも日々手直し、改善、病院からの協力ということで、今現在は２５０人から３０

０人というふうに数字が進んでおります。こうした中で、我々としてはワクチンの配分量

を見込みながら、医師の方々と協力をさらにどのように進めていくかということでやって

おります。 

 御質問の夜間接種につきましては、現在、協議調整中、市立病院と進めております。私

どもの気持ちといたしましては、１人よりは２人の医者、看護師、そして１週間３日より

は４日、４日よりは５日と、こういった気持ちで協議に臨んでまいりたいと考えておりま

す。 

 以上でございます。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：本当、部長のお気持ちもよく分かります。３回より４回、４回よりは５回、当

然なのです。でも、逆に言ったら、必ず５回毎日やるのだというふうに、また今日は病院

の事務局長も来られていますけれども、やはり連携を取って毎日、個人病院は毎日やって

います。だから、やはり窓口を広げることが本当に早く解決する手段だと思うし、一日で

も早く終わることが経済の立て直しにも役に立つのです。ワクチン打たないで、市民が消

費しなければ、幾ら補助金出したって一時しのぎにしかならないのです。だから、やはり

市民の安全・安心を担保するためには、極力平日毎日ということを切に希望して、この質

問は終わりますけれども、その辺重々お考えになって進めていただきたいと思います。 

 ちなみに、今想定しているのは、夜間は対応人数は１日何人まで考えていましたか。 

春日委員長：市民生活部長。 

工藤市民生活部長：ただいまの夜間の御質問にお答えをいたします。 

 ２時間で、６時から８時までの想定でいきますと、９０名程度はいけるのではないかと
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いうふうに、かなりスピードアップの状況でございます。これが１晩になりますので、１

晩医師１人と１チームということになります。これが週に２回になるのか、３回なるの

か、毎日になるのか、または１チームでしか出して、出していただけないというのは失礼

ですけれども、２チームになるのかというような詳細については、病院の医師の関係者の

方と協議中ということでございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：１チーム９０名でスタートできるということでしたので、２チームになるか、

これは別にしても、それであれば２チーム作るようであれば、私は毎日行ったほうがいい

だろうという気がしますので、切に毎日行うように進めていただきたいと思いますし、市

長のほうにもお願いしたいと思います。 

 それと、今回１２歳以上、小学校６年生から対象になります。義務教育中、所管は中学

生までありますけれども、ここの接種に関して、今集団接種だとか、いろいろ報道なんか

で騒がれておりますけれども、当三沢市は集団接触を含め、子供たちの接種に関してはど

のような対応を考えておられますか。 

春日委員長：市民生活部長。 

工藤市民生活部長：子供たちの接種についてお答えをいたします。 

 委員おっしゃいましたとおり、少し前に１２歳までファイザー製のワクチンが接種でき

るということになりました。当初、私どもはそこまで今想定はしていなかったわけですの

で、今現在どのような形で１２歳から１６歳の新たに接種対象に加わったお子さんたちに

アプローチをしていくのかということを事務的に教育委員会の方々ともお話をしながら、

子供たちが集団でやるのか、個人でやるのか、そういったところも含めまして、深く検討

しているところでございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：たしかこれは今月１日からスタートしたと思うのですけれども、今日もう半

月、約半月たっております。今その御回答だと、またスピード感がないという言い方をさ

れてしまうのです。ここも本当に大事なことなので、やはり教育委員会も、これは本当に

市民生活部長……、なんかも相談して、早急に対応していかなければ、予定では来月には

一般接種も始まってくるわけですから、そういう部分では、もう早急に方向性を決めてい

かなければならないし、恐らく保護者の御意見も聞かなければならないと思います。そこ

で、大多数の保護者が、例えば集団接種を望むのであれば、そういう形にしていくべきだ

と思いますし、また報道によりますと、結構、地元では賛成しているのだけれども、地元

外のほうから誹謗中傷が入って非常にやりづらいという報道もありました。私は、やはり

地元の子供たちを守るのは地元で守らなければいけないと思っていますので、ぜひともそ

ういうアンケートを取るなり、事を早急に進めて、早い時期に方向性を決めていただきた

いと思いますが、それに対して教育長のほうはどのような御意見がありますでしょうか。 

春日委員長：教育長。 

冨田教育長：ただいまの加澤委員の、接種の対象が当初１６歳までであったのが、先月の
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末、今月の頭に１２歳までという基準が下がったことが話題になっておりました。 

 まず１点目は、私たち学校教育を預かるものは、文科省のほうの指導があるのですけれ

ども、実は文科省と厚生労働省のほうで基本的な考え方がちょっとずれがあるような感じ

がして、加澤委員が御存じだと思いますけれども、文科省はやや慎重のスタンスを取って

います。厚生労働省のほうは、ある意味では数値を上げなければ駄目なので、どんどんと

というところがあっています。ただ、そちらのほうから、文科省のほうからガイドライン

を、そのうち出ると思うのですけれども、それを待っていれば、加澤委員今御指摘のよう

に、直前に来て、さあ、やれという話になって、右往左往して混乱するというのは想定さ

れております。 

 ２点目は、現在、では教育委員会でどういうふうにしているのかというのは、先ほど市

民生活部長がおっしゃったように、相談はしています。さらにもう少し教育委員会では、

教育委員会の中で校長会であるとか、一部保護者の代表の方々とどういう方法があるの

か、つまり集団接種か、個人接種か。集団接種の中にも２種類あります。例えば、一頃イ

ンフルエンザの予防接種は学校で、集団でやっていました。そういう集団接種がいいの

か、それとも一般市民の方々と同じようにスポーツセンター等で移動して集団接種をすれ

ばいいのか。大きく分けてこの３点、三つの方法があるかと思います。それぞれの利点

と、それから効果と、メリットとデメリットを比較しながら、今校長会や一部の保護者の

方々と相談をしているところでございます。ただ、やはり教育委員会とすれば、文科省あ

るいは県教委のガイドラインが早く出てほしいというのは正直なところ、本音でございま

す。ただ、それを待ってから事を起こすのではなく、やはり内部のほうでは、今いろいろ

と検討して準備をしているところでございます。 

 現在お話できるところは、以上でございます。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：恐らく担当省によって、今教育長が説明をしたとおり、若干目安が違ってやり

づらいなという気がしながらも質問いたしました。しかし、やはりこの小中学生に関して

は、保護者が一番の権利持っているわけですよね。保護者が駄目だっていうふうに、させ

ないと言われれば、学校で集団接種しようが、強制的に連れてきて打つわけにもいきませ

んし、だから、やはりまず事前にいろいろな、右往左往しないように、今関係部署とお話

をしているということでしたので、なるべくそういうものを、一般の父兄からもなるべく

早くどういう希望があるのか聴取して、事前に方向性をある程度決めていただければ、本

当にスピード感が、そのときにもうある程度形が決まっていれば、指針が来たときにス

タートさせたときには、すっと入れますので、そこにまたスピード感が生まれますので、

ぜひともその辺は事前に、重々、保護者の意見を聞きながらやっていただけるようお願い

いたします。 

 それで、最後に、今高齢者の方も八十数％が予約済みでいるのですけれども、当然この

ロス、受けない方というのも出てくると思うのです、高齢者の方も。多分、仮に８０％の

方が受けたとしても、２０％となれば約、単純計算２,０００人ぐらいかな、の人数の方

が受けない状態になりますので、そういうところに今言った学校の先生だとか、保育園の

先生、保育士などを優先して打つとか、そういうのも私、今もう決めておいたほうがいい
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と思います。今、私たちの情報で入っているのは、そこの部分も見えてきていませんし、

やはりせっかくあるワクチンを無駄のないように打っていかなければ、やはりそのロスの

部分は非常に、パーセントで計算すると、やはり人口比に比べれば結構のニーズになって

くるので、その辺の対応というのは、今現在考えておりますか。 

春日委員長：市民生活部長。 

工藤市民生活部長：ただいまの教職員や保育士に対する接種についてお答えいたします。 

 さきの記者会見でも発表はございましたけれども、高齢者の接種の見込みがほぼほぼ見

えてきましたので、次の段階として基礎疾患の方と併せて教職員の方、保育士等々の方も

優先的に接触できるように、同時に作業を進めている。具体的には、個別の施設の管理者

の方と連絡を取って、接種の希望者の名簿を取りまとめるというようなことを、作業を進

めているところでございます。 

 以上でございます。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：今、教育、先生とかいきましたけれども、例えば、消防士でも構いません。た

だ、余った、余ったと言ったら変なのですけれども、ロスの出た部分、今順位を決めて、

早くそういうものを接種できるようにして、例えば教職員でも前倒しで受けられるように

進めてもらいたいと思います。その優先順位も、今やはり決めておかなければ、余ったと

きにやると、次に回すとかという判断だと、これもまたスピード感がなくなってくるの

で、やはり事前、事前にある程度の想定をして決めておかなければ、これもスピード感に

欠ける要因に一つになると思いますので、ぜひともそこの部分も並行して、決めておかれ

たほうがいいと思います。 

 最後に市長のほうにも質問いたしますけれども、今回、定例会で冒頭に、どの施策より

も優先してコロナ対策をしていきたいと、大変強いお言葉だったと思います。私は、やは

りそういう意気込みを皆さん、市民の方全体にアピールするのは、スピード感だけなので

す。ですから、ぜひとも、私、今るる教育委員会とかいろいろな質問をいたしました。ぜ

ひとも今言ったことを含めて、やはりリーダーシップ取って何とかすぐ、各部署のそうい

う体制が取れるようにお願いしたいのですが、どうでしょうか。 

春日委員長：市長。 

小檜山市長：加澤委員の御質問にお答えしたいと思います。 

 もっともだと思います。これから、急ぐ中にもやはり、でも慎重ということで、という

のは、やはり財布を預かる身として、コロナだけでなくて、アフターコロナ、ウィズコロ

ナがあるわけですよね。そういったことを考えながら、急ぐべきところは急いで、とにか

く対応、コロナの感染予防に関して一生懸命、その他、経済対策等をやっていきたいと思

います。 

 以上です。 

春日委員長：加澤委員。 

加澤委員：ぜひとも市長、コロナに対しては早急にスピード感を持って、改めてよろしく

お願いいたします。 

 終わります。 
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春日委員長：森委員。 

森委員：コロナワクチンについて今、加澤委員のほうからるる話がございました。その中

で、市立病院の夜間接種、これを先ほど市民生活部長のほうで調整するというような話を

伺ったのですけれども、誰がこれ調整するの。市民生活部長が調整するの。病院側、病院

側と。 

春日委員長：市民生活部長。 

工藤市民生活部長：調整者についてお答えいたします。 

 現在、具体的には担当課であります健康推進課長が市役所側の調整窓口でございます。

市立病院側については、個人医師の名前を出していい……。実際に、医師のローテーショ

ンを組んでいるような立場の方、看護師の、日々、１か月間のローテーションを組んでい

るような方、あるいは感染症の対策委員会の委員を務めている方と調整をしていると。医

者のほうは夜勤とかもございますので、そういったローテーションを組む先生とかという

方と調整をしているということでございます。 

 以上です。 

春日委員長：森委員。 

森委員：病院の管理者の任命権というのは誰なの。市長でしょうが。当然、市長が病院の

管理者と話合いして調整すべきだと私は思いますよ。いかがですか、市長。 

春日委員長：市長。 

小檜山市長：その辺、これから検討したいと思います。 

森委員：了解。 

春日委員長：よろしいですか。 

 ほかにございませんか。 

 西村委員。 

西村委員：予算書３５ページのプレミアム券事業費補助金、こちらについてちょっと確認

をさせていただきたいです。 

 まず、昨年でしょうか、やった飲食店を支援するプレミアム飲食券の事業について、

こっちはたしか５００円券を１４枚つづりで、プレミア４０％つけて、飲食店で使ってい

ただけるような内容だったと思うのですが、この制度の設計に当たって、例えば飲食店の

事業者の方がその１４枚つづりのものを購入して、それを換金して、実際お客さんが来て

ないのにその換金したお金が例えば事業者、飲食店に入る、そういったことも考えられる

ような制度設計であったのか、ちょっと確認をさせていただければと。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：西村委員の今、不正に飲食店の方が取得して換金できる

かというお話での制度設計なのかということでございます。 

 当然、そういうふうな想定はないものとして当初から設計いたしましたので、また実際

に昨年度行ったプレミアム付飲食券について、そのような不正があったという情報も聞い

てはございませんので、今回も同じような制度設計としておりますので、多分その辺はカ

バーできるものと考えております。 

 以上です。 
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春日委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございます。 

 もちろん、ないと思います。ただ、そういったことをすることが可能な制度なのか、内

容なのか。やる方はいないと思いますけれども、できる制度設計であったのかどうかをま

ず確認させていただければと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：不正ができるような制度設計ではないと考えておりま

す。 

 以上です。 

春日委員長：西村委員。 

西村委員：私もちょっと知識は浅いのかもしれませんけれども、チケットを、１４枚つづ

りのチケットをある一定の方が購入する、もしくはその方の従業員の方、知り合いの方に

お金を渡して購入してもらう。そうすると、プレミアム分がついた、全部で７,０００円

でしょうか、７,０００円のチケットつづりが幾つか手元にある。それを換金に行く。そ

うするとプレミアム分も入った７,０００円掛ける、例えば大げさに言えば１０枚、１０

０枚、そういった金額がある特定の方に入るような制度であったのかどうかを確認をさせ

ていただければと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：当初売った際は、世帯に一冊届くように、そこの部分だ

けを捉えて考えれば、引換券というものでやっていたものですから、その部分では換えら

れないものと考えています。ただ、後発の一般販売した際には、やり口としてはあったの

やも。できる可能性は多分ないというふうに思っております。当初、商工会のほうでもプ

レミアム付商品券というのをやっておりますので、その辺の調整も十分に詰めて実施した

ものですから、そういうふうな不正がなかったものと、ない制度設計であると考えており

ます。 

 以上です。 

春日委員長：西村委員。 

西村委員：分かりました。本当に必要な方に、そして、もし仮にそういったことがあった

とすれば、仕入れ先の業者とか、本当にお金を回さなければいけないところに必要なもの

が回っていかないということも想定されますし、実際、先ほど申し上げたのは三沢市では

ないのですけれども、三沢市ではないと思いますけれども、他自治体ではいろいろ問題と

して、課題として挙がっている自治体もございます。そういったところには細心の注意を

払っていただきながら、本当に必要な人へ経済の効果を波及させていただきたいと思いま

す。 

 あと１点なのですけれども、やはり経済の支援をするということと、あとは感染の拡大

を防止するということは、これはもう完全にセットだと思います。先ほど課長おっしゃっ

たのですが、以前、商工会を窓口にした４,０００万円の感染防止策を市からお金を出し

てやっていただいた。市内の飲食店の方々とか、そういった方々から非常に好評を得てい

るところだと思うのですけれども、その４,０００万円で感染防止策は行き渡っていると
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いうことをさっきおっしゃったかと思うのですが、実際聞くところによると、お店によっ

ては、事業所によっては、一生懸命感染拡大防止策をやっているところもあるし、片や

ちょっと防止策は弱いのではないかなというお店があるのもこれは事実だと思っているの

で、差があるということです。そういったところは一つの、先ほど４,０００万円で大体

防止策は行き渡っていると言われたところの根拠というか、一つの基準みたいなものはあ

るのでしょうか。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：昨年度はちょうど４,０００万円を使って、３分の２補

助ということで実施いたしました。それで、申請事業主は９９事業主、事業所がございま

して、中にはやはり高額なエアコンですか、抗ウイルス性のエアコン等々を入れている

方々があったり、中にはそのつい立てというので、その当時は明確な基準というもの設け

てやってなかったところは事実でございます。ですので、この予算も、４,０００万円と

いう予算も早い時期で実際なくなっているのも事実でございます。なので、先ほど確かに

私、その事業をやったから行き渡っている、こうは申し上げましたけれども、これと同時

に、同じ時期に県のほうも新しい生活様式のための補助金１０万円ということでやってい

た。活用していた事業主の方々の結構声も聞いておりましたので、そういう意味で先ほど

十分に行き渡ったという表現になったところでございます。 

 実際、今おっしゃったように、その根拠は何なのだというところに関して基準、基準と

いうところは何なのだというところに関しては、まだきちんと本来ガイドライン、それな

りの飲食店のガイドライン、宿泊業のガイドラインというのがございます。本来はそうい

うのに照らし合わせてやるべきだったと、これは反省しているところでございます。 

 今後、もしまた状況が変わって、このような事業をする際には、その辺もきちんと確認

をしながら、適切な基準を設けながら実施したいなと考えてございます。 

 以上です。 

春日委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございます。 

 先ほどおっしゃられたように、やはり早い段階でその４,０００万円という予算がなく

なっちゃって、きっと申請が間に合わなかったなという方とか、あとは県の１０万円の話

についても、市とは若干その枠というか、その基準というか、それがちょっと異なってい

て使いづらかったなという方とか、結果なかなか自費で感染の防止策をやるには限度があ

るという飲食業、事業者の方々がいるのも確かだと思います。 

 加えて、今、先週でしょうか、県では、ここのお店は安心して行って大丈夫ですよとい

う認証店制度をスタートさせたと。加えて、防止策にはさらに何かつい立てをやったりと

か、その補助金を出しますよというのもやっていると。市内の他の自治体では、市独自で

そういった認証店制度、安心してこの店には行っていただいて大丈夫ですよという認証制

度をやっている自治体もある。 

 そういった中で、やはり三沢市も一つの、今後アフターコロナも考えていく中では、

しっかり安心して来ていただいて大丈夫ですよ、来ていただきたいという環境を整えるこ

とも今から必要だと思います。そういったことに対して、市の今後の方向性というか考え
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方、教えていただければと思います。 

春日委員長：産業観光課長。 

長根経済部参事兼産業観光課長：今後の、例えば飲食店を認証していって、もう少し使い

やすいようなということの内容だと思います。 

 確かにおっしゃるように、三沢市は青森県の飲食店の事業主の平均でいけば、青森県が

平均で１４％に対して三沢市だけが１７.８％ということで、飲食店の割合が高い状況で

ございます。今おっしゃられたように、飲食店を認証するような取組も今後重要な課題と

していきたいと考えておりますので、よろしくお願いします。 

 以上です。 

春日委員長：西村委員。 

西村委員：ありがとうございました。いろいろ申し上げましたけれども、市長はじめ職員

の方々がコロナの対応で汗を流されていただいていることを本当に重々承知の上でお聞き

しましたので、ぜひとも実効性のある取組を今後さらにやっていただきたいと思います。 

 以上です。終わります。 

春日委員長：ほかにございませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：質疑を終結します。 

 討論を行います。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：討論を終結します。 

 採決します。 

 議案第４３号は、原案のとおり可決すべきものと決することに御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

春日委員長：御異議なしと認めます。 

 よって、議案第４３号令和３年度三沢市一般会計補正予算（第２号）は、原案のとおり

可決すべきものと決しました。 

 以上で、本委員会に付託された議案の審査は全て終了いたしました。 

 これをもって、予算審査特別委員会を閉会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午前１１時３０分 閉会   

 

以   上 

 

委 員 長    春 日 洋 子   

 


